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外 国 為 替 決 済 勘 定

"Nostro"
,"Vostro"お よ び

``Loro"a㏄ountに つ い て

足 立 貞羊㎜
甲

1.問 題 の 所 在

為替取 引は外国為替 であれ,ま た 内国為 替であれ,最 終 的には他銀行 あ るいは本支 店

間 の貸借 と して処理 され る。 しか し,現 在 同一国内に おけ る自国通貨建 の為替取 引,換

言す れば 内国為替取 引の貸借尻,す なわ ち 為替尻 は,中 央銀行 を通 じて 決済 されてい

る。

国際間 の為替取 引にあ っては,世 界 中央 銀行 とい った ものが存在 しないため,最 終取

引当事者で あ る為 替銀行は あ らか じめ コル レス先,あ るいは本支店間相互 に為替尻決済

のため勘定 を開設 保有 しなければ な らない 。

これ らの 決済勘定 は 通 常 次 の 二つに 分類 され てい る。 すなわ ち 「当方勘 定」(Our

account)と 「先方勘定」(Theiraccount)で あ る。

従 来,わ が国では この両勘定 に対 す る理論 的説明がい ろいろな観点か らな されて きた

よ うに思われ る。 このため 初学 者に と っては なはだ理解 しに くい もの とな ってい る よ う

であ る し,他 方今次大 戦後,飛 躍的 に発展 した ユー ロ ・カ レンシイ市場は第三 者名義 勘

定(Loroaccount)の 重要性 を増大 させ た し,ま たそ の処 理 も変 って来 た。

戦後 の この種 の本 邦文献 をみ ると当方 勘定,先 方勘定 に対す る説明は まち まちで必ず

しも満足すべ き ものでは ない し,第 三者名 義勘定 に至 っては取 扱 ってい る文献 はほ とん

どない し,た また まあ って も本論 とけか離 れた解説が な されてい る。 もっとも欧米 の各

種文献 をみ て もこの 第三 者名 義勘 定(Loroaccount)に つい て,そ の本 質を正確 に論

じている ものはほ とん どない。
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さて,こ の難解なる 当方勘定 ・先方勘定の説明を 吉田良三氏の 銀行簿記提要(三 訂

版)に 求めてみ よう(同 頁213-215)。

『外国他支店勘定一 外国為替取引の結果,外 国他支店 との間に生ず る貸借関係を処

理す る勘定で次の二つに分たれる。

(1)外 国他(支)店 貸勘定ForeignBank(Branch)Our%orNostro%

これは,外 国為替取引か ら生 じた,外 国他支店への預け金を処理す る勘定である。買

入外国為替および利付為替手形の代金取立が外国他支店に依頼され,期 日に入金 した時

この勘定の借方に,売 渡外国為替の代金を取組先銀行で支払 った時叉は外貨手形の代金

取立を依頼 され,期 日にその代金を 取立 入金せ るとき,こ の勘定の貸方に 振替え られ

る。前者は預け金をなす ものであ り,後 者は預け金を引出す ものである。外国為替取引

においては,借 越 となる場合には直ちに資金を送付する手続をとるか ら,当 方 口取引は

他店へ貸の一勘定あるのみである。

(2)外 国他(支)店 借勘定ForeignB購k(Branch)Their%orVostro%

これは,外 国為替取引か ら生 じた外国他店 よりの邦貨預 り金を処理す る勘定である。

この預 り金は外国他支店振出にかかる為替手形の支払資金となる。故にこの勘定の貸方

記入は,外 国為替の取立に関する取引であ り,叉 借方記 入は,そ の支払に関す る取引で

ある。その重なるものは次の とおりである。

1.借 方記入(預 り金の受入)

イ,自 国貨幣で送金を取組んだ とき,

ロ,外 国他支店買入の円貨手形の代金取立を依頼せ られ,取 立入金せ るとき,

ハ,邦 貨代金取立手形の代金取立を依頼せ られ,そ の代金を取立 入金せるとぎ、

2.借 方記 入(預 り金の支払)

イ,自 国貨幣で送金為替を取組 まれ,そ の代金を支払った とき,

ロ,輸 出利付手形を買入れ,予 定支払 日に振替えるとき,

ハ,円 貨代金取立手形の代金が先方銀行で取立済 となれるため,依 頼人へ右手形代

金を支払 うとき,

斯の如 く,外 国他支店借,即 ち先方 口取引は当行において,為 替換算の必要がない場

合である。内国為替取引に於ける当方 口 ・先方 口の区別は,当 行が取引を起 したか叉は

先方が取引を起 したかの相違であるが,外 国為替取引では,む しろ為替換算を行な うの

が当行であるか,ま たは先方であ るかによって、当方 口と先方 口とに分かれるのであっ
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て,こ の点は十分 留意す る必要が あ る』

文 章が戦前の文体 であ るので,若 い人には ち ょっと読みず らいか も知れ ないが,戦 前

派 の人 に と っては懐 しい一節で あろ うと思 う。恐 らく,若 い人 に とっては 内国 為替 の 当

方 口 ・先 方 口な ど初 めて耳にす る言葉であ ろ うし,他 方,こ れ らの こ とを知 ってい る人

々は,現 在で も外国 為替決済勘定 の当方 口 ・先方 口が特殊 な ものであ る とい う印象を い

だ き続け てい ると思 う。

もち ろん,吉 田氏の述べ てい ることは正 しいのであ るが,ち ょっ と理 論的に飛躍が あ

るので,こ の よ うな印象 を持つ のは当然 であ る。 と ころが,最 近戦後 の本 邦文献 をみ る

と 「当方勘定は先 方勘定 と表裏 を なす もので,当 方 勘定 はmemorandum%(控 え勘

定)で ある」 とい った論 旨を しば しば見 受け る。 このため,な お さら初学 者に とっては

当方勘定 ・先 方勘定 の本質が理 解 しえた よ うな,ま たわか らない よ うな もの とな ってい

る よ うに思われ る。

この原因が どこにあ るのか,ま た果 して外国為替 決済 勘定 におけ る当方 口 ・先 方 口は

特別 な もので あ るのか,ま た 諸外 国の文献は どの よ うに説 明 されてい るか,そ の辺 の疑

問を解明 してみ たい。

2.決 済勘定の開設

国際間に またがる為替取引の結果,海 外本支店,あ るいは コル レス先 との間に生ず る

貸借関係の性質はち ょうど当座勘定の貸借 と同 じであ る。なぜ ならば,こ れ らの貸借は

一種 の当座貸借で期限を持たず,出 し入れ,す なわち貸借記が自由で,従 って随時にそ

の返済回収が行なわれているか らであ る。

しか し,国 際間にまたが る為替取 引の決済勘定は地域的に離れているために当座預金

のように,小 切手を使用す ることが一般にできないもそれ故,必 要な条件をあ らか じめ

文書で取決めてお く必要がある。 もちろん本支店間は同一法人格であるので,相 互に貸

借は比較的 自由であ り,そ の銀行の内部規定に より拘束 されるが,他 行 との取引におい

ては,仕 向 ・被仕向取引を行な うについて,ま た勘定の貸借記について,あ らか じめ条

件を定めて取引契約を締結するのが一般的慣習である。 これを コル レス契約 とい う。 こ

の契約条件の下で,銀 行は勘定を開設,保 有することになる。た とえばイ ンドの銀行が

本邦の為替銀行に円建勘定を開設 した り,あ るいは本邦の為替銀行がニューヨー クの銀

行に米 ド・レ建勘定を開設するのである。
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これ らは純粋 な預金勘定 の場合 もあ るが,コ ル レス契約 の場 合には一定 の貸越 も認め

て も らうので,一 般に 「勘定 」 とい ってい る。本来 「勘定」,す なわ ちaccoun七 は 口摩

の 口分を指 し,相 互の間 にrunningaccountの あ る場 合に用 い られ る用 語であ る。

具体的 な勘定開 設の手続 と してはイ ン ドの銀行 は本 邦の為 銀か ら円を借 入れ るか,あ

るいは 自行保有 の米 ドルを売却 して円を調達 して勘 定を開設 す る。本 邦為 銀が米 ドル勘

定 を開設す る場 合 も同様 な方 法が と られ る。

3.当 方勘定 と先 方勘定

この ように して開設 された 勘定 は,わ が 国では その勘定 の名 義に よ り当方 勘定(Our

account)と 先方勘定(Theiraccount)の 二つ に分類 され てい る。

当方勘定 とい うのは理 解 しやす い。要す るに当方名義 の勘 定であ るか ら,そ の勘定 が

外 貨建で あれ,自 国貨建で あれ,自 己勘定保 有先,す なわち相手方に対 しouraccount

withyouと い って もなん らの抵抗 も感 じな い。 換言す れば 「貴方 にあ る当方名義 の勘

定」 とい うことで 余 り疑問 も 起 こ らない。 と ころが,先 方 勘定を"Theiraccount"

とい う第 三人 称で表現す るのは 日本語 の 「先方 」 の意味 か らして理解 しうるが,こ れは

明か にyouraccountの 意味で はない。 す る と 当方 勘定 と 先 方勘定,す なわ ちOur

accountとTheiraccountと は別個 の ものであ り,一 つ の勘定 を異 な る立場か ら区別

した名 称ではない といえ る。

要す るに当方勘定 は どこまで も当方 名義の勘定 であ り,強 いて相手先か らみれば 貴方

勘定,す なわちYouraccountで あ る。 また,当 方 か らみ て,先 方勘定 とは当方 に開

設 され てい る先方 名義 の勘定で,こ れは前述 の当方勘定 とは何 ん ら関係 ない。 ここで ま

ず,当 方勘定 と先 方勘定 とい うのは 自己 を中心 と してその勘定 の名義 に よ り分類 され る

べ き もので,こ れ ら両勘定 は全 く別個 の独立 した もので あ るこ とを銘記 してお く必要 が

あ る。

また,こ の当方勘定 ・先方 勘定 は 当事 者間の為替取 引 自体が いず れの側の 白由意思 で

行 なおれた かを区別す るものでは ない。 もち ろん,こ の区別 もしよ うと思えばで きない

ことは ないが,そ の場合 には本 邦の銀行 はイ ン ドの銀行 に対 して も円勘定 を,ま た ニ ュ

ー ヨー クの銀 行は本 邦の銀行 に米 ドル勘定 を開設 しなければ な らない。要す るに一 通貨

に対 し相互 に勘定を保有 し合 うわけで あ る。た とえば 本邦の銀行は ニ ュー ヨー クの銀 行

に米 ドル建の当方 勘定 を持 つ と同時 にニ ュー ヨー クの銀 行は木 邦の銀 行に米 ドル建 の当



外 国 為 替 決 済 勘 定(足 立) 一5一

方 勘定(本 邦為銀の立場か らすれば外貨預金となる)を 持つ ことになる。そ して,先 方

の自由意思に基づいてなされた為替取引は当方にあ る先方名義の米 ドル勘定で処理 し,

当方の自由意思でな された為替取引は先方にある当方名義の米 ドル勘定で処理すれば,

先方銀行の自由意思に基づいて行なわれる取引の結果生ずる債権 ・債務 と,当 方の白由

意思に基づいて行なわれ る取引の結果生ず る債権 ・債務 とが明確に区別 され ることにな

る。 しか し,ユ ーロ ・ダラー預金など,外 貨預金制度の発達 した今 日では このような勘

定開設 も理論的には可能であ るが,国 際間に またがる為替取引においては煩 さであ り,

また無意味である。なぜな らば第一現在のユー ロ・ダラー市場の発達は主 として,米 ド

ル保有者が米 ドル建債権をその ままの形態で維持す るために考案された ものであって,

為替取引の決済を 目的 とした ものでは ないか らであ る。 第二にかか る区別をす るため

に,ニ ューヨークの銀行がわざわざ本邦の為銀に米 ドル建勘定を開設す ることは資金効

率か らいって も無駄である。国際間においては取引の必要性に基づ き,ま た必要な通貨

建の決済勘定が開設 されるが,こ のような不必要な決済勘定は開設せるべきものではな

く,極 力勘定を しぼ る努力がなされ るのは当然であろ う。それ故,本 邦為銀が米国の銀

行に米 ドル建の当方勘定を開設 しても,先 方が本邦為銀に円建の先方勘定を開設す ると

は限 らない し,ま してや米 ドル建の先方勘定など開設す ることはない。

何れにせ よ国際間の為替取引においては,何 れの側の 自由意思で行なわれたかを区別

するために,わ ざわざ不必要な決済勘定を増加 させ る必要はない し,も しそのために当

事者間で紛争の起 こる惧れがあるな らば,こ れをあ らか じめ予想 しうるので,コ ル レス

契約の中に条件として勘定貸借記項 目を取決めておけば よい。

以上で当方勘定 とは当方,す なわち自行名義の海外 コル レス先あるいは本支店に保有

されている勘定であ り,先 方勘定 とは先方名義の当方に保有 されている勘定であること

は理解で きた と思われるが,こ の区別はたんに一つの勘定を異 った立場か ら称す るので

はな く,自 己の立場を中心 としてなされた別個の勘定の分類であることも理解 しうるで

あろ う。

海外 コル レスに開設保有されている勘定は一般の当座預金 と類似 しているが,そ の利

用方法は異なる。た とえば当座勘定は預金者と同一地域にある銀行に開設 され るのが一

般的である。従 って,預 金者は当座小切手を利用 しうるのは もちろん,電 話一つで何時

で もその残高を確認 しうる。すべて当座勘定の貸借は銀行の元帳基準である。銀行の こ

の元帳が預金者の当方勘定そのものであり,預 金者の記帳 している貸借は メモ的なもの
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で,本 来の当方勘定ではない。極言すれば これは余 り重要性をもった ものではないとい

えよう。ところが,海 外 コル レス勘定 となると当方勘定の元帳 自体海外にあるために,

その残高を確認す ることは容易でない。それ故,当 方側においても記帳 してお く必要が

ある。そ して,こ の当方の記帳をできるだけ先方にある当方勘定の元帳の記帳 と一致 さ

せ るために,い ろいろな工夫がなされてきた。

もし,本 支店間であるな らば,為 替尻の貸借は比較的 自由であ り,要 は為替尻の利息

の受払である程度貸借の問題を解決 しうるが,他 行の場合にはそのようなわけに行かな

い。それ故,海 外 コル レス先に保有す る当方勘定の残高を明確に把握するためには,毎

日電信あるいは国際テ レックスに より残高を確認す るのが一番良い方法であるが,そ の

費用はぽ う大な ものとなろ う。それに郵送途上のものもあ り,必 ず しも当方の記帳と一

致するものではない。逆に先方か らの当方勘定に対する貸借記通知を待 って,当 方の記

帳を先方のそれ と一致 させて も,資 金効率の面か らす るとはなはだ非能率的 とい うこと

になる。そ こで一般にとられている方法は旬末,あ るいは月末 ごとに相互の記帳を確認

し合 うこととし,当 方の仮勘定,た とえば売渡外国為替,あ るいは買入外国為替などの

勘定科目か ら決済勘定への振替は過去の実績に基づ く平均郵便 日数に よりこれを処理す

る方法である。 しか し,こ れ とても互に地域的に離れているため,相 互の記帳が正確に

一一致することはないが,そ の誤差は僅少になるであろう。

このように海外 コル レス先あるいは本支店に勘定を保有す る場合には当方におけるメ

モ的記帳は重要性を帯びて くるが,こ れが また一つの錯覚を与える。すなわち,当 方に

おけ る記帳,具 体的にいえば外国他店貸勘定の記帳が当方勘定であ り,海 外 コル レス先

にある当方勘定の元帳は先方勘定であ るといった錯覚である。従 って,こ の面か らも当

方勘定は先方勘定の控勘定(memorandum%)で あるといった誤 った理論が引出され

る。

当方の記帳は技術的必要性に基づいた控であって,当 方勘定の本体はあ くまで先方に

ある元帳である。これが当方名義の勘定であ って先方からすれば貴方の勘定,す なわち

youraccountな のである。もちろん,当 方 勘定の残高処分権は当方にあるが,こ れは

あ くまで,先 方にある当方勘定の 残高ベースで 行 なわれ る。 当方の控記帳の外貨建残

高,す なわち持高ベースで行なわれ るのではない。

さて,こ こまで くるとある程度想像がつ くと思 うが,国 際間の為替取 引におけ る決済

勘定はその勘定の名義の他に通貨に よる区別のあ ることもわか るであろう。すなわち,
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自己を中心 とす ると当方勘定は常 に外貨建で あ り,先 方勘定は常 に 自国貨建で あ る とい

うことであ る。それ 故,当 方勘定 は 自己に とって外 貨建で あ るか ら,そ の持 高は必ず為

替 相場変動 の危険 に さ らされ るこ とに な る。かか る観 点か らす る と当方 勘定 は人名勘定

(Personalaccount)で あ ると 同時 に 商品勘定(goodsaccount)と しての性格を兼ね

備え てい ることに なる。 これを当方勘定 の二面性 とい う。

4.当 方勘定 の二面性

外国為替の本質は 「最終的に 自国貨を対価 とした外貨債権の売買」である。それ故,

銀行は外貨債権を売買 したその瞬間か ら,為 替相場変動の危険を負担することになる。

この為替危険をいかに排除するかが銀行の一番重要 な業務である。要するに為替相場変

動の危険が当方にあるのか,先 方にあるのかは為替銀行に とって重大な関心事 とならざ

るをえない。 このことは決済勘定の持高(当 方に とつての外貨建残高)に 対 しても同 じ

ことがいえる。この面か らす ると,当 方勘定に対する当方側の控記帳は,た とえ先方の

記帳 と若干の誤差があ った としても重要な資料であ り,こ れな くしては為替銀行は為替

操作の方法を見出す ことがで きない。なぜな ら外貨資金がどれだけあ るのか,即 座に把

握 しえないかちであ る。

既に述べたよ うに国際間に またがる為替取引にあ っては,最 終的な為替尻決済勘定に

振替え られるまでには一定の日時を要するため,一 時的な仮勘定科 目,た とえば売渡外

国為替あるいは買入外国為替などの勘定科 目で受記 し,後 日一定の郵送期間経過後,は

じめて為替尻を決済す る外国為替決済勘定に振替え られる。 ここで重要なことは仮勘定

科 目に受記されている債権 ・債務は銀行の顧客に 対す るもので,こ れ らが 支払われた

り,ま た取立 られ ると為替尻を決済す る外国為替決済勘定を通 じてコルレス先,あ るい

は本支店に対する債権 ・債務そのものに転化され ることである。もちろん,こ れ ら仮勘

定科 目で受記する段階でも為替の危険は当方で負担することになる。 しか し,こ の仮勘

定科 目の段階では未だ一般的な外貨債権 となっていないので,そ のままで他に転売する

ことはできない。たとえば顧客の輸出手形をそのまま銀行が裏書 して,他 に転売するこ

とはできないであろ う。この仮勘定科 目の段階における外貨債権 ・債務はいわば未完成

品である。これ らの完成品が海外 コル レス先あるいは本支店間におけ る当方勘定の残高

であるが,こ の残高を当方がたえず ゼロにす るとい うことはあ りえない。なぜならば,

銀行はたえず 日常 の業務に必要な一一一定の外貨資金を,運 転資金 として保有 しなければ な
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らないか らである。すると,当 方の記帳は先方のそれと少 々の誤差があつたとしても,

別な意味で重要な意義を もつて くる。それは前に述べた地域的隔差の他に商品勘定とし

ての意義を もつて くることである。当方勘定の先方記帳はそれ 自体の意義はあったとし

ても,先 方か らすれば 自国通貨建の勘定であ り,そ の点では一般の預金勘定あるいは貸

付勘定 となん ら異なるところはない。 しか し,当 方に とってこれ らの勘定は商品勘定 と

して,そ の在庫状態を示す ものであ り,商 品価格の変動,す なわち相場の変動は,時 に

は当方側の生死を決す る程重要なものである。それ故,先 方記帳の残高を正確に確認す

ることが技術的に困難であ り,他 方先方か らす ると商品的側面の意義がないとなると,

当方勘定に対する当方のいわゆ る控記帳は,商 品的側面においては唯一の元帳で,必 要

欠 くべか らざる帳簿であるといえる。

一般に当方勘定の当方記帳に対 し,外 国他店当方 口,あ るいはニュー ヨーク支店当方

口とい うrl座をもうけ,こ れ らを英語でニューヨークOurと かOuraccountと いっ

ている。 これが混乱を引起 こす一つの原因となってい るように思われ る。この場合の当

方口,す なわちOuraccountの 意味は,持 高(当 方記帳に基づ く外貨建残高)に 対す

る相場変動の危険が当方側にあるとい う意味である。従 って,こ の当方における控記帳

は商品的側面か らすると補助的な元帳 とい うよりも,商 品在庫の元帳そのもの となる。

なぜな らばすでに述べたよ うに,海 外 コル レス先の先方記帳残高は一定の時間を経過 し

た後でなければ正確に把握 しえない し,ま た即時に確認 しえたとしても相当の費用を要

し手軽に利用 しえないか らである。

たんに 当方勘定といった場合 この記帳の 繁雑さか らいろいろと 混乱を起 こしやすい

が,名 義的 な観点か らする,換 言すれぽ人的側面か らする当方勘定 と当方の記帳上 の当

方 口とは厳密に区別すべきであろ う。従 って,勘 定名義に重点を指向 しす ぎて当方の記

帳をたんなる控記帳 と考えるのも行過ぎであるし,商 品的側面にのみ重点を指向 しすぎ

て当行の記帳にのみ心を うばわれ るのも一考を要す る。当方勘定の先方記帳は当方名義

の当座勘定 としての元1帳であ り,当 方の対応記帳は商品勘定 としての商品在庫元帳で,

両者はそれぞれ別の観点か ら共に重要性をもつ ものである。 しかし,当 方勘定の商品的

側面は当方側の問題であ り,先 方は無関係である。先方 との関係か らすれば当方勘定は

やは り決済勘定であ り,一一般の当座勘定 とほぼ同一の機能を果す ものである。当方勘定

はこの ように二面的性格をもっているが,相 手先 との関係でこのような用語が生 じたの

であろ う。従 って,決 済勘定 としての当方勘定は先方にある当方名義の勘定をい うので
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あ って,当 方 の名義に重点 を置 かれ,先 方記帳 が基準 とな る。

さて,国 際 貸借 決済に おいては通常 当方 を中心 と して,当 方 勘定 と先方 勘定の二勘定

制 が用 い られ る。 しか し,当 方 の通貨に交換性 が付与 され ていない場合,あ るいは交換

性 があ って も取 引通貨 と して用 い られてい ない場 合には,一 勘定 制で行 なわれ る。す な

わ ち,当 方 の保有す る相手国通貨 建勘定 ですべ て貸借記が行 なわ れ るので あ る。

当方 勘定(Ouraccount)と 先 方勘定(Theiraccount)と い う区別はわが国 独 自の

ものの よ うで,欧 州では通貨Nostro,Vostroお よびLoroaccountと い う言 葉が 用

い られ てい る。

5.Nostro,Vostroお よ びLoroa㏄ount

これ らの用語 の語源 は イ タ リア語 であ る。ContσNostroお よびContoVostroは

わが国 の文献 で もしば しば 出合 うが,Loroに 至 っては取扱 ってい る交献 がほ とん どな

い。 まず,こ れ らの用 語の意味か ら説 明 してみ よ う。ContoNostrd,す なわ ちNostro

accountと い う意味 は"ouraccountwithyou"で あ り,Vostroaccountは"your

accountwithus"と い う意味で あ る。

EvittはAManualofForeignExchangesthed・(P・38)に おい て これ らの勘定

を次 の よ うに説 明 してい る。 これは オー ソ ドックスの定義で もあ り,全 文 を引用 してみ

よ う。 『銀行 が前述 の よ うな役割を果す ものであ る以上,自 行名義で海外 の銀行に当座

勘定や預金 勘定を もち,そ れを 操 作で きる 状態に なければ な らない ことは 明 らかで あ

る。それは 個人 が国 内で 自己の銀行勘定 を使 用す るの と同様であ る。 これ らの勘定 には

貸借 記項 目と して送 られ る仕 向け通貨建 のす べて の ものが 貸記 され,引 落す よ うに指示

されたすべ ての支払が借記 され る。 こ こで も,あ る通貨 の流通 して いる ところで こそ,

そ の通貨 を もつ こ とが 役立 つ とい うこ とを 繰 返 しい ってお きたい。 す なわ ち,た とえ

ば,ロ ン ドソの銀行が米 ドルを客か ら買い,そ れを他 の客 に売 る よ うな場 合,米 ドルは

実際には アメ リヵで接受 しなければ な らないが,他 方,買 入価格 と売 出価格 とは,ロ ン

ドンで英 ポ ン ドで受払 され る。国際的銀行 業務を行 な う英国 の銀行 は,海 外 の銀行 に,

先 方国 の通貨建 の 自己勘定 を もつであ ろ うが,こ の勘定 を 「コル レス勘定」(Correspon-

dentsaccount)ま たは 「当方 勘定」(Nos七roあ るいはOuraccount)と 呼 ぶ。 これ

にた いす る自行 の帳 簿には,外 国通貨額が英 ポ ン ド対 価 と並べ て表 示 され る。 ロ ン ドソ

のあ る銀行 が顧客 か ら,フ ランス ・フラ ソ建 の一 覧払手形を,取 決めた為替 相場 で 買取
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った とすれば,そ の銀行は,自 行にある取立先 フランス側銀行預け金勘定を借記するで

あろ う。そ して,手 形の額面を当該通貨欄に表示 し,ま たそれに対応 して顧客に支払 う

かまたはその 勘定に貸記する 英ポ ソ ド換算額を 表示するであろ う。 そのコル レス先か

ら,手 形が取立てられ 自行海外勘定に貸記されたとい う報知を受取 るが,印 紙税 と取立

手数料の引落 しの通知をい っしよう受取るだろ う。その銀行は,そ こで フランス側銀行

名義の自行帳簿上の勘定に これ ら小項 目を貸記 し,同 時 にそれ らに対応 して顧客に請求

し,ま たは,顧 客勘定を引落す ときの為替相場による英ポン ド換算額を表示す るのであ

る。 これ ら 「当方勘定」の運用上の最終的損益は,一 定期間の終 りにその時の為替相場

で外貨の確定持高を引直す ことによって確め られる。

そ して,も し英ポ ンドの貸借記欄の差額 より以上の額を,こ の引直し額が示 していれ

ぽその勘定では利益が上が ったわけである。 しか しなが ら英ポ ソドを勘定の貸方へ振替

えることが,そ の勘定を均衡 させ るために必要であれば,そ の期間中の勘定の運用は損

失を示 した といえる。

これと逆に,外 国の銀行は英国の銀行に英ポ ンド勘定を保持 し,こ の勘定は国内の顧

客の当座勘定 と同 じように運用 される。

これ らの勘定は 「貴方勘定」(Vostroあ るいはYouraccounts)と 呼ぶ。

外国通貨であると国内通貨であるとを問わず,第 三者名義勘定に対 しては通常 「第三

者名義勘定」(Loroあ るいはTheiraccounts)と 呼び。

以上を要約すれば一

「当方勘定」とは、当該外国通貨建で保持される外国にある勘定で,貴 方にある当方

の勘定の意味である。

「貴方勘定」 とは,国 内通貨建の国内にある勘定で,当 方にある貴方 の勘定の意味で

ある。

「第三者名義勘定」 とは,国 内通貨建で も,外 国通貨建で もよく,第 三者の勘定の意

味であ る。』

Evittの これ ら勘定に対する定義は当時 としては正 しいのであるが,現 在では適正 と

いえない。現状を まず考えてみ ると欧米では もちろん,わ が国においても本邦為替銀行

は在 日米銀支店に対 し米 ドル建の勘定を開設 していることはすでに既成の事実である。

これ も本邦為銀か らすればNostroaccountで あ り,し か も,こ れは 本邦内に保有

されているもので,海 外にある勘定ではない。
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それ故,NostroaccountをEvittが 要 約定i義 しした よ うに 「当方勘定 」 とは,当

該外国通 貨建 で保 持 され る外 国にあ る勘定 であ るとい うことがで きない ことであ る。今

次大 戦 後におけ る もっとも特異 な点は外 貨預金制度 の発達 であ る。 この面か らNostro,

Vostro,お よびLoroaccountの 定 義 も現在では 新 しい局面か ら定 義 し直す必要 があ

る。

6.戦 前の外貨預金

外 貨 預金は戦 前において も欧 州におい て少額 なが ら一般 の銀行が 受け入れ ていた。 し

か し,当 時 の一般的 考え方 として預金勘定はそ の預金通貨の流通 してい る国 の金融 機関

に開設 すべ きで,そ れ以外の国に外 貨預金 と して勘定 を開設す ることは異例で あ った。

従 って,こ の外 貨預金を受け 入れ る銀行 も一部 の優 良 な顧客 に限定 し,し か も約定 書を

と り,す べ ての責 任を顧客 に転嫁 した上で なければ 開設 に応 じなか った。 これ は一 つに

は通信網が現在 ほ ど発達 していなか ったため,外 国通貨 の動 向に関す る情報 のキ ャ ッチ

がむつか しい点にあ ったので あ る。

この よ うな約定書に基づ いて銀行は顧客 か ら外 貨預金 を預か るこ とにな るが,そ の対

価は当然海外 コル レス先 の当方勘定で外 貨で受領す る。換 言す ると銀行 は顧客に対 し,

外貨債 務を負 うと同時 にNostroaccountで 同額 の外 貨債権を取得 す る。 この顧客 の

外貨 預金をLoroaccountと い うので ある。

他方,こ の外貨 預金を 引受け る 銀行 は どの よ うに した か とい うと 海外 コル レス先 の

NostroaccountをNo.1%とNo.2%の 二つ にわけて,一 般 の取 引決済 に用 い る外 貨

資金はNo.1%,顧 客 の外貨 預金 に見合 った外 貨資金 はNo.2%に 保有 して,現 金の ま

まで同額別除す るか,あ るいはNostro%一 本で見 合資金を こみ で受記 し,外 貨預金

残 高分を別 にearmarkす る方法が とられた。

恐 らく,当 時 と しては これ らの外貨 預金は少額で あ ったであ ろ うし,ま た銀行か らす

れば顧 客 の外貨 引出 しの ない限 りNostroaccountの 外貨資金 を,そ の間他 に運 して

もよいわ けであ るが,経 費 だおれ とな るので一般に海外 の コル レス先 に 預けた ままに し

てお くのが当時 の慣 習であ った。

現在 の よ うにユ ー ロ ・カ レンシ イ取 引な どに慣 れ てい る人 々に とっては,ま ことに当

時 の銀行 は非能率 であ った と思 うか も知れ ないが,当 時 の情況 としてはいた しか たなか

った ので あ る。
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7.外 貨預 金制度 の発達

戦 後,本 邦為替銀行 が在 日米 系銀行 に米 ドル建 の預金勘定 を開設 した当時 は,そ の理

論的 裏付に苦慮 しなが らも,そ の相互 の有益性 を認め ざるをえなか った 。 しか し,預 金

勘定 は,そ の通貨 の流通 してい る 金融 市場 に 開設す るのが 原則で あ るとい う 戦前か ら

継承 されてい る考 え方 はぬけ き らなか った。他方,当 時英 ポ ソ ド取 引につ いては,英 国

の為替 管理法上在 日英系銀行が そ の ロン ドンにあ る 自行本 支店あ るいはprincipalの

agentと して行為 す るため,本 邦為銀 の英ポ ン ド本勘定 は ロン ドンに開 設 され ていた。

それ故 米 ドル預金 もいず れは戦 前の オー ソ ドックスな型 に戻 るもの と期待 してい る もの

が多 か った ように思 う。 この よ うな考え方 を根本的 に変革 させ たのは ユー ロ ・ダラー市

場 の発達 であ った。今 日では法的根拠 はそれぞれ異 な ってい るが,木 邦為銀が 他の本邦

為銀,商 社 あ るいは船会社 な どか ら外貨 預金 を受 入れ てい るのは珍 らしい こ とでは ない。

在 米の米 ドル預金 が米国以外 に存在 す る金融機 関に再預託 され る事例はす でに述 べた

よ うに以前か ら 行 なわれ ていた。 しか し,そ の取 引量 が 大 量にのぼ り,し か も一 定 の

秩序立 った市場 が 形成 され るよ うに な ったのは1950年 代の こ とであ る。 これ らの市 場

は最 初の頃には"foreigncurreneydeposit"と か"themarketforU.S.dollar

depositinEurope"な どといわれ ていたが,1955年 頃か らユー ロ ・ダラーと呼ば れ る

よ うにな った。 ユー ロ ・ダラー市 場 を形成 せ しめた要 因は なにか。

よ く一 般にいわれ てい るのが 「米 国の連 邦準備制度理事 会に よる同国銀行 の定期 預金

に対 す る 利率 の最高限 に 関す る規制」,す なわ ち い わゆ るRegulationQの 存在 であ

る。 アイ ソッ ィヒな どもユー ロ ・ダラーの発 生は主 と してRegulationQに 負 うとして

お り,こ れ と同 じ見解 を持 つ人はか な り多い。 しか し,こ れは誤 りであろ う。 なぜ な ら

ばRegulationQは 昨 日や 今 日で きた ものではな く,齢30才 を 超 えてい る 規制 であ

り,他 方 ユー ロ ・ダラー市場 が真の 意味 で発 展 し始めた のは ここ数年 に過 ぎない。 しか

もRegulationQは 米 国の専売特許で はない。 非居住 者預金付利禁止 は ドイ ツ,ス イ

ス,フ ランスで も制定 され てお り,前 二 者については非居住 者預金 の全部 または一部 を

強 制準備 とい う名 目で発券銀行 に無利 息で再預記 させ る義務を銀行 に課す とい う形式で

強 化 され てい る。 これ らのRegulationQの"Ersats"(代 替)規 制は ユー一ロ ・フラ

ンス ・フラン,ド イ ツ ・マル クあ るいは ユー ロ ・スイ ス ・フラ ン市場 の発展 と並 行 して

い ない。 もち ろん,米 国 のRegulationQが ユ ー ロ ・ダラー市 場 を発展せ しめた要 因
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の一つ に数 え られた として も,こ れが市場形 式発展 の唯一 の要因 とみ ることは妥 当で な

い。 この点を いち早 く指摘 したのは フランス銀行 外国局長 ジユ リア ン ・コジュール氏 で

あ る。彼は1964年4月24日 フラ ソスの フォ レッ クス ・クラブで ユー一ロ ・ダラーにつ い

て講演を行 ない この点 を指 摘 してい る。RegulationQを ユー ロ ・ダ ラー発 生 の唯一 の

原因 と考え る論老か らすれば 米 ドル とい うカネは,ど こまで も米国 の カネであ って,現

実には 米国以外 には存 在 しないが,米 ドル の預金勘定を ひ ら くことは,相 手 の銀 行が外

貨 預金を扱 ってい る限 り,世 界中 どこえ い って も可能で あ るとい うことになろ う。 それ

な らば すでにRegulationQの 存 在 した 戦 前におい て 何故今 日の よ うに大 規模 なユー

ロ ・ダラー市場 が形成 され なか ったのであ ろ うか。 この点 が明解 され ない限 り,か か る

主張は無 意味であ る。 もちろ ん,こ れ ら原因 の中には主た る もの と従た るもの とが あ る

が,こ れを究明す るには ユー ロ ・ダラー発生 の動機を考 えてみ る必要が あ る。

まず,最 初 の動機 とな った のは1950年 代 の初期 に,東 ヨー ロッパの 中央 銀行や その

他 の銀 行が 自己名 義で米国の銀行 に保有 してい る米 ドル預金 を米 ソ関係 の悪化か ら米 国

側 に凍結 され る ことを恐れ て,こ れ らを短期 預金 の形で比較 的低利で西 ヨー ロッパの銀

行 に提 供 した のには じまる。 ソ連 の ゴスパ ソク(Gosbank)と その パ リーにおけ る コル

レス先 であ る北欧商業 銀行(BanqueCommeria】epourI'EuropeduNord)と の間

に行 なわれた ものが,こ の種 の米 ドル預金取 極の最初 の ものであ る。他 の ソ連 圏銀行 も

これ にな らい,西 欧 の銀行 との間 に類似 の預金取 引を行 な った。

ここまでは 戦前の外 貨預金 となん ら異 な るものでは ない。 しか し,預 金者の動機 は,

政治的 な問題 か ら起 こってい る。 もし米 ソ両 国 の間 に戦争 が起 これば,当 然在米 の ソ連

資産は凍結 され るであ ろ う。 米 国 と しては ソ連名 義の資産 を 押 えれば よい。 わが国で

も,今 次大戦 の直前対 日資産 の凍結 とい う苦 い経験 を持 ってい る。

第1図 を参照 された い。 も し,ゴ スパ ソクが北欧商

第1図業銀行
に米 ドル の ままで預金を した な らぽ どの よ うに

U.S.S,R,

な るか。 ゴスパ ンクは従来 ニ ュー ヨー クの銀行 に有 し

ていた米 ドル預金 を払 出 して,北 欧 商業銀行 に渡 さな

くては な らない。実務的 には ニ ュー ヨー クの銀行 にお

いて ゴスパ ンク名 義の預金残高 が北 欧商業名 義の勘定

に振替え られ る。か くす ることに よ り預金者名 義が ソ

連名義か らフラ ンス名義 とな るので,た とえ米 ソ間に

ゴス パ ン ク

O

ll↑米_
○一 一 一一→○ の

(Nostro%)銀 行

北 欧商業銀行
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戦争が 起 って も米国政府 は この預金残 高を対敵 資産 と して差押 え ることは で きない。 ソ

連は安 定通貨で あ る米 ドル の ままで,し か も凍結 され る心配 がないか らそれだけ有利 と

な る。 この米 ドル預金を受 入れ た北欧商業銀行 の立場は ゴスパ ンクに外 貨債務を負 うと

同時 に ニ ュー ヨー クの銀行 に対 して同額 の外貨債権 を持 つ こ とにな る。第1図 で示 され

てい る よ うに 北 欧商業銀行 のLoro%は 二=.一 ヨー クの銀行 に保有 して い るNostro

%(orOur%)の 外 貨資金 と見合 ってい る。北欧 商業銀行が このNostro%をLoro

%と 見合 わせ てい るだ けであ るな らば,あ るいはNostroNo.2%と してLoro%の

残高 をそ のま ま別除 してい るだけ であ るな らば,戦 前 の外 貨預金 となん ら異 な らない。

強 い てい えば,金 額が大 き くな った だけ であ ろ う。

しか し,当 時 米 ドル不足 に悩んでいた ヨー ロ ッパにおいては,米 ドル資金 に対 す る露

要 が極め て大 きか った ので,預 け 入れ を受 けた ヨー ロ ッパの銀行は見 合い の米 ドル資金

を 自国 お よび他国に おいて これを有利 に運 用す る ことを考え た。か くして,ユ ーロ ・ダ

ラー預金 は投 資市場 と結合 して,ユ ー ロ ・ダラー市場 に,ま た最近 では さ らに ユー ロ ・

カ レンシイ 市場へ と発 展 した のであ る。

このLoro%に 対す る見 合のNostro%残 高 を運 用 し始 めた点 が,戦 前 の外 貨預金

と根本的 に異 なる ところであ る。一 般に銀行は 国内で も預金 を集 め,こ れを 貸付 けてい

るのに,な ぜ この よ うな ことが戦前 の外貨 預金の場合行 なわれな か った ので あろ うか。

一つ には外 貨 預金に対す る一 般 の考 え方
,す なわ ち預金勘 定はそ の通貨 の流 通す る国 の

金融機関 に開設す る とい う考え方が支配的 であ った ことであ るが,も う一 つは この よ う

な考 え方 を支配的 に させ た通信機 関の未発 達で あ る。

当時 の通信機 関 と しては電信 と電 話であ るが,前 者は時差 の関係で往復 に少な くと も

一 日を要 した し
,長 距離電 話 に至 っては回線 が少ないため に順番 を待たねば な らず,長

時間 を空費 しなければ な らない状 態であ った。それ故,電 話の交 換手に特別 の チ ップを

出 し他行 よ り早 くつ ないで もらった り,電 話 と電報 を 併用 した りす る ことが 多か った

が,そ の費用は 馬鹿に な らなか った。 この よ うな状 態であ ると,相 手国通貨 の相場動 向

に関す る情報は キ ャ ッチで きない し,し か もこれ らの外貨 預金が少額で あれば,無 理 し

て経 費倒 れの運用 を考 え る必要 はな くな って しま うのであ る。 ところが戦後 の欧米諸 国

におけ る通信機関 の発達 は 目ざ ま しい ものが あ り,即 時に通信 しうる国際 テ レックスや

国際電 話は どこの国にい て も,ま ただれで も同時 に世界 の情 報を キ ャッチ しうる し,す

べ ての取 引を迅速 に行 ない うる よ うに変 化させ た。 この よ うな状 勢に な ると,国 際的 な
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取 引 も国内取 引 と同 じ立場 におかれ るよ うにな る し,他 方 そ の金額 も大 き くなれば外 貨

預金 の見合 資金を運用す るよ うにな るのは当然で あ る。他方,採 算 に合えば ユー ロ ・ダ

ラーの取入 れ も活発 化 して くる。 この よ うに して発展 したユ ー ロ ・ダラー市場 はパ リー

を 中心 と して発展 し,や がて ゴスパ ンクの ロ ン ドンにおけ る コル レス先 であ る モス コ

ー ・ナ ロ ドニー ・バ ンク(MoscowNarodnyBank)カ ミユー ロ ・ダラー の 有 力な一 員

として活動 をは じめ,ロ ン ドンの銀行 もこれ ら取 引に参加 したので,短 期間 の中に ロン

ドンは ユー ロ ・ダラー市場 の 中心地 とな った 。

この他に もユー ロ ・ダラー市場 を発 展 させ た 要 因があ る。 た とえば1957年 秋 の英 ポ

ン ド危機 に際 して と られた英国 の リファイ ナ ソス利用の禁止,前 述 した米 国のRegula-

tionQ,1958年 以来 の米国 々際収支 の継続的赤字,同 年末 の西 欧通貨 の交換 性回復 な ど

があ る。 しか し,こ れ らは副次的 な もので,ユ ー ロ ・ダ ラー市場 発展 の刺激 剤では あ る

が,主 因では ない。なぜ な らば も し現 在 の よ うに通信機関が発 達 しなか ったな らば,ユ

ー ロ ・ダラー資金 の運用 を積極的 に行 ないえ たか どうか甚 だ疑問で あ るか らであ る
。要

す るにユー ロ ・ダラー市 場形成 の主因は,(D米 ドルが準備通 貨 と して受 入れ られ てい る

こと,(2)政 治的要 因,(3)通 信機 関 の発達,(4)そ れ に伴 う取 引関係者 の外貨預金 に対 す る

考 え方の変化 の四点に求め られ るであ ろ う。

ユー ロ ・ダラーを詳細 に論ず るこ とは本 論か ら離れ るので別 の機会 に譲 る ことと し,

ここでは ユー ロ ・ダ ラーの本 質 を勘定 面か

ら考えてみ よ う。第2図 の ように まず 米国

非 居住 者で あ るAが 米 国の銀行 に米 ドル預

金 を保 有 していれ ば1はAのNostro%

で あ る。 も しAが この 米 ドル預金を同 じ

米 国非 居住 者で あ るBに 預け替 えれば1の

関係は 消滅 して,AはBにNostro%を

持 つ こ とにな る。 他 方,BはAに 対 して

第2図
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Loro%を 持つ と同時 に米 国の銀行に対 し同額 のNostro%を 保有 す る。 さ らにBが

Cに 預 け替 えれば3の 関係が 消滅 して,4と5の 関係が 起 こって くる。 いずれ にせ よ

2,4,6は ユー一ロ ・ダ ラーの受入側 か らすれ ばLoro%で あ り,こ れが ユー ロ ・ダ

ラー預金であ る。 他方,1,3,5,7はNostro%で,最 近 この勘定をRegular%

とい ってい る文献 もあ る。 しか し,も しBが ユー ロ ・ダラー債 を募集 した ところ,こ れ
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に対 してAが 応 募 した とす ると1の 関係は 消滅 して,2,3の 関係が起 こるが,2は こ

の場合決 済勘定 としての 性格 を失 い,債 券に よって 表象 され る 外貨債 務 とな る。 従 っ

て,決 済勘定 と してのLoro%と は いえ ない。

第2図 を見 て もわか るよ うに ユーP・ ダ ラー市場取 引は乗数的 に拡張 して信用 を創 出

してい るが,A,B,C,Dの 信用 あ るいはかれ らの資金運用 の仕 方いか んに よっては

危険性 を内包 してい る。 これ らに対 しては,各 国それ ぞれ の対策 を とってい るので,現

在 までの ところ二,三 の事件が あ るにはあ った が,余 り大 きな問 題は起 っていな い よ う

であ る。 また,Aの 保有 してい る米 ドルは対米輸 出あ るいは米 国居住 者か らの投資 の結

果 入手 した ものであ るか も知れ ない。そ して最 後の借 り手Dが この資金で米 国か ら商品

を購 入 した とすれ ば,こ の米 ドルは米国 の居住 者であ る輸 出業 者に支払われ る。 この米

国輸 出業者が これ を ユー ロ ・ダ ラー市 場に 投 資すれ ば,市 場へ の 追加信用創 出 とな ろ

う。他方Dは,た とえ 自行 の米 国金融機 関か らの借 入れ枠が限度一ぽ いであ った と して

も,こ の よ うに ユー ロ ・ダ ラー市場か ら金融 を受け る ことが で きる。 換言すれ ば ユー

ロ ・ダ ラー市場 とは 米 ドル預金のidlebalanceを ,米 国非居住 者で あ る海 外銀行が仲

介 して,activebalanceに 転換 しなが ら信用を創 出 して行 く機構 といえ よ う。 しか し.

この乗数的 米 ドル信用創 出過程は国 内のそれ と異 な ってい る。なぜ な らば国内におけ る

信用創 出過程 は一般大衆 の預金増加 に関係があ るが,ユ ー ロ ・ダ ラーの場合 には米国非

居住者で あ る銀行間 の再 預託 で,も しユー ロ ・ダ ラー仲介銀 行の パ ラ ソス ・シー トを総

合すれ ば,乗 数的米 ドル信用 創 出は 消えてな くなるか らであ る。

最近 では米 ドルのみな らず,そ の他 の欧州通貨 の取 引 も行 なわれ,ユ ー ロ ・カ レンシ

イ市場 といわれ てい るが,こ れ らは,や は り一つ の外 貨預金制度 と同 じものであ る。戦

前 の外貨 預金制度 と異 な る 唯一 の点はNostro%の 見合資金を運 用す るよ うにな った

こ とで,こ の事実を忘れ てはな らない。

8.Nostro,Vostroお よ びLoroa㏄ount,

定 義 修 正 と 今 後 の 問 願

今 日外国為替の本質を 「最終的に自国貨を対価 とした外貨債権の売買」と定義 し,戦

前の 「国際間の貸借決済」 とい う定義を踏襲しえざる大 きな原因は通信機関の発達に基

づ く外貨預金制度の普及である。なぜならば外貨預金制度の発達は国際間にまたが らな

くて も外国為替の売 買,ま たその引渡 しを同一国内において可能に したか らである。す
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る と.そ の決済勘定であ るNostro,Vostroお よびLoro勘 定 の定義 も当然変 って くる

筈 であ る。

まず戦 前 の これ ら勘定 の定 義は 前述 のEvittの 説 明でつ くされ てい ると思 うので こ

れ を図示 してみ よ う。 しか し,当 時,外 貨 預金 は金融機関 以外 の一般顧客 の勘定であ っ

た ことを注意 しなけ ればな らない。 ・

戦前 にお いてはA図 の よ うな 関係 になろ う。 もちろん,こ れ らNostro,Vostroは

A・B両 行 のそれ ぞれの立場 か らみた場合 であ る。従 って,こ れ ら勘定 の名義関係は,

Evittの 説 明通 りで ,Nostro%は 海外 コル レス先に保 有す る先方通貨建,す なわ ち外

貨建 の当方名義勘定 であ り,Vostro%は 先方が当方 に保 有す る当方通貨 建,す なわ ち

自国貨建勘定 であ る。 また.Loro%は この場合 顧客 とい う 第三 者名義の 外 貨建勘定

であ る ことは一 目瞭 然であ ろ う。
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しか し,戦 後 の よ うに ユー ロ ・カ レシイ取 引な ど,銀 行間 の外 貨預金制度 が発達 して

くると,こ の よ うな定 義では間 に合 わな くな って くる。た とえば,本 邦為銀は本 邦にあ

る為銀 あ るいは在 日外 銀に外貨建 の勘 定を保有 してい る。 この勘定は本 邦為銀 か らすれ

ば明 らかにNostro%で あ り,先 方か らすれ ば,Loro%で あ るが,相 対 の勘定であ

るので,先 方 か らす る と外 貨建のVostro%で は ないか とい う疑問 が生ず る。 それに

もかかわ らず,強 い て この勘定 をLor・%と 称す るな らば"Loro"と い う言葉 の中
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に存在 す る 「第三 者名義」 とい う意味が後退す るとい う批判が 生 じよ う。 しか し,果 し

てそ うであ ろ うか。B図 は この間 の事情 を示す もので あ る。A,B而 行 だけ を考えれ

ばA行 のB行 に有す る米 ドル建勘定はNostro%で あ り,B行 か らす るとAに 対 し

Your%と いえ るが,Vostro%と は いえ ないのであ る。 なぜ な らばNostro%は 当

方名義 で先 方に保有す る外 貨建 勘定 であ り,ま たVostro%と は先方名 義で当方 に保

有す る当方通 貨建 の勘定 を指すので あ るが.こ こで問題 とな って い るB行 にあ るA行 名

義の勘定は,外 貨建 であ るか らであ る。

S・E・ThomasはLoro%を 次 の よ うに 定義 してい る。 す なわ ち,"Theforeign

currencybalancesoraccountsofthevariouscustomersareknowninthe

foreignbranchasloro(i.e.their)balanceoraccounts,…"「 い ろい ろな顧 客の

外貨 預金勘定残 高を外 国部でLoro%と 称 してい る」 と述 べてい る。(Chapter8,The

PrinciplesandArithmeticofForeignExchge,6thed.,London,1934)

従 って,本 邦所 在 のB銀 行 におけ る 本邦A銀 行 の 米 ドル建 預金は,当 然B銀 行では

"ABank'sLor・%"と 称 さな くては な らない
。Loro%と 呼ぶ のはB行 であ る。 し

か も.B行 の米 ドル建勘定の主体的 基本関係はC行 との間 に存在 す る。換 言すれ ば,A

行は第 三者であ る。 それ故,B行 に とってA行 名 義の米 ドル勘定は やは り第三 者名義外

貨建 勘定 とい うことがで きる。

最 後に,今 まで述 べ て きた論 旨を要約す る意味で,改 めて各種 決済 勘定 を定義 しなお

してみ よ う。

ωNostroAccount(orOur%)

当方 勘定 とは 当方 名義で本支店 あ るいは コル レス先に保有す る外貨建 の勘定 であ

る。

すで に述べ た よ うに,今 日では 海外 にあ る本支 店や コル レス先 にかか る勘定 を保
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有す るだけで な く,本 邦にあ る他銀行 に も外貨勘定 を開設 してい るので この よ うに

定義 しなければ な らない。

(2)VostroAccount(orYour%)

貴方勘定 とは相手先名 義で当方 に保有す る当方通貨建 の勘定で あ る。

この勘定 につ いては 戦前 の 「先方勘定」(TheirAccount)の 定義 と異 な らない

が.今 日で はLoroAccountの 重要性が 増大 して きたので,ま ぎ らわ しい第三人

称の 「先方」(their)と い う用語は さけ るべ きで あろ う。

(3)LoroAccount

第三 者が 当方 に 保有す る 外 貨建あ るいは 当方 白国貨建 の 第三 者名義の勘定で あ

る。

木来Loro%は 第三 者名義の 預金債務 であ るが,今 後 外貨預金 制度 の発達 に よ

り当然overdraftも 考え られ る。 しか し,こ の場合 で も 第三者へ の貸付 で あ るこ

とには間違い ないので,第 三 者名義の 預金勘定 ではな く,た んに勘定 と定義 した。

これ らの 決済勘定 には,名 義の他に必ず通 貨の 問題がつ きまとって くる。 そ して,

Loro%が 従来顧 客の第三者名義 の預金勘定 と して単純に考え られ ていたが,今 後 ユー

ロ ・ヵ レンシイ取 引な ど銀行間 の外 貨預金取 引が 増大 す る と 「第三 者名義」 と解 す るの

に難 か しい ケースの生ず るこ とが あ る。た とえば,ド イ ツの銀行 が ロ ン ドンに ユー ロ ・

マル ク預金を した 。 ところが これ を取 入れた ロン ドンの銀行 が,ド イ ツ ・マル クをその

まま同一 の ドイ ツの銀行 に再 預託 した場 合 な どで あ る。 これ も強 いて考えれば ロ ン ドソ

の銀行が 同一 法人で あ る ドイ ツの銀行 を二つ の法人 を解す る ことに よ り,第 三 者名義の

預金勘定 とみなす ことがで きるが,複 雑化 して くる。

将来,銀 行 間の外貨 預金取 引お よび外 国為替取 引が多角的 に,現 在 よ りも一 そ う活発

化 して くると,こ れ らの決済勘 定 も名 義 よ りも外貨 の為替 リス クの方 に重点が移 り,こ

れ ら勘定 におけ る当方外 貨建債 権残 高をNos七ro,外 貨建債務残 高をLor・,当 方 通貨建

の債務残 高をVostroと い うよ うに なる時代 も遠か らず 訪れ る ことであろ う。




